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(2) ヤフー株式会社 

(ⅰ) 名 称 ヤフー株式会社 

(ⅱ) 所 在 地 東京都千代田区紀尾井町一丁目 3番地 

(ⅲ) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮坂学 

(ⅳ) 事 業 内 容  インターネット上の広告事業、イーコマース事業、会員サービス事業、

その他事業 

(ⅴ) 資 本 金 8,395 百万円（2016 年 12 月 31 日時点） 

 

3. 異動前後における当該主要株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に

対する割合 

(1) 株式会社ワイ 

 議決権の数 

（所有株式数） 
総株主の議決権の 
数に対する割合 

大株主順位 

異動前 
（2017 年 5月 31 日現在） 

61,120 個 

（6,112,000 株） 
10.5% 第 3位 

異動後 

（2017 年 6月 20 日現在） 
61,120 個 

（6,112,000 株） 
9.8% 第 3位 

 

(2) ヤフー株式会社 

 議決権の数 

（所有株式数） 
総株主の議決権の 
数に対する割合 

大株主順位 

異動前 
（2017 年 5月 31 日現在） 

58,464 個 

（5,846,400 株） 
10.0% 第 4位 

異動後 

（2017 年 6月 20 日現在） 
58,464 個 

（5,846,400 株） 
9.3% 第 4位 

（注）1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,712,700株 

     2017年5月31日現在の発行済株式総数      60,831,200株 

2.  「総株主の議決権の数に対する割合」は、異動前については、当社の2017年5月31日時点の総株主の
議決権数（581,185個）を、異動後については、当社の2017年5月31日時点の総株主の議決権数（581,185
個）に本海外募集により増加する株式数4,200,000株に係る議決権数を加算した総株主の議決権数
（623,185個）を、それぞれ基準としております。 

3. 当該主要株主に係る「議決権の数」、「所有株式数」、「総株主の議決権の数に対する割合」、「大
株主順位」は、2017年3月31日時点の株主名簿をもとに記載しております。なお、2017年6月5日開催
の当社取締役会において、本海外募集と同時に当社普通株式の海外売出し（以下「本海外売出し」と
いいます。）が決議されており、本海外売出しに係る受渡期日（2017年6月21日）において、ヤフー
株式会社に係る所有議決権の数が減少します。2017年3月31日時点の株主名簿をもとに、本海外売出
しによる変動を反映し、かつ、ヤフー株式会社以外の大株主の所有株式数に変動がないと仮定した
2017年6月21日現在のヤフー株式会社の議決権の数、総株主の議決権の数に対する割合及び大株主順
位は以下のとおりです。 



ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行及び株式

の海外売出し並びに主要株主の異動に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的と

して作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中

で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されていません。また、登録される予定もありま

せん。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる

売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の

財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

なお、この文書で言及されている当社の新株式発行及び株式の売出しに係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるた

め、金融商品取引法に基づく届出および通知は行われず、目論見書も作成されません。 

 

議決権の数   18,464個 

（所有株式数            1,846,400株） 

総株主の議決権の数に対する割合 2.9％ 

大株主順位   7位 

4. 総株主等の議決権に対する割合は小数第2位を切り捨てております。 

 

4. 今後の見通し 

当該主要株主異動による業績への影響はございません。 

以 上 


